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相談種類 相談日 時間 場所 連絡先

人権相談 5月19日（水） 13時～16時 町老人福祉センター２階
健康福祉課

�32-1105

法律相談 要予約

（弁護士が相談を受けます）
5月20日（木） 13時～15時 町老人福祉センター２階

町社会福祉協議会

�34-3504

行政相談
（行政への苦情などを受けます）

5月12日（水）
6月 9日（水）

13時～16時 町老人福祉センター２階
総務課

�32-1101

心配ごと相談
5月12日（水）・19日（水）
6月 9日（水）

13時～16時 町老人福祉センター２階
町社会福祉協議会

�34-3504

定期職業相談
5月21日（金）
6月 4日（金）

13時～16時 町福祉センター
町福祉センター

�32-1147

マリサポメール相談室※要予約
（婚活相談会）

随時
※メールで申込ください。(申込先メールアドレス：yoro@yorocon.com)

子ども課

�32-5078
県よろず支援拠点による 要予約

中小企業経営相談窓口
5月 6日（木）
6月 3日（木）

13時～17時
5/6町役場３階第４会議室
6/3町中央公民館 中ホール

産業観光課

�32-1108

消費生活相談
（消費生活相談員が相談を受けます）

5月17日（月）
6月 7日（月）

10時～12時
13時～15時

産業観光課
産業観光課

�32-1108

各種相談無料でできます
新型コロナウイルス感染症の影響により、予定が変更となる場合があります。

５月18日は、消費者ホットライン１８８（いやや！）の日です
消費者ホットライン１８８とは、お近くの消費生活センターなどの消費生活相談窓口をご案内することで、消費生活

相談の最初の一歩をお手伝いするものです。

「悪質商法などによる被害にあった」「ある製品を使ってけがをしてしまった」「お試し購入のはずが定期購入契約に

なっていた」など、消費者トラブルでお悩みの際は、全国どこからでもつながる３桁の電話番号「188（いやや！）」で消

費者ホットラインにご相談ください。

問岐阜県 県民生活課 消費生活安全係 �058―272―8204


